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平成23年６月28日に提出いたしました第145期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）有価

証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書

を提出するものであります。

第一部 企業情報

第５ 経理の状況

１ 連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

注記事項

（連結貸借対照表関係）

２ 財務諸表等

(1）財務諸表

注記事項

（貸借対照表関係）

訂正箇所は を付して表示しております。

第一部【企業情報】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

【注記事項】

（訂正前）

（訂正後）

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】

第５【経理の状況】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

※８. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメント
ライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、47,826百万円であります。このうち契約残存期間
が１年以内のものが37,209百万円あります。（以下省
略）

※８. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメント
ライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、52,667百万円であります。このうち契約残存期間
が１年以内のものが43,686百万円あります。（以下省
略）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

※８. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメント
ライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、52,018百万円であります。このうち契約残存期間
が１年以内のものが40,391百万円あります。（以下省
略）

※８. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメント
ライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、56,970百万円であります。このうち契約残存期間
が１年以内のものが46,765百万円あります。（以下省
略）
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

【注記事項】

（訂正前）

（訂正後）

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

※９. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメント
ライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、41,343百万円であります。このうち契約残存期間
が１年以内のものが37,301百万円あります。（以下省
略）

※９. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメント
ライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、46,565百万円であります。このうち契約残存期間
が１年以内のものが43,805百万円あります。（以下省
略）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

※９. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメント
ライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、45,535百万円であります。このうち契約残存期間
が１年以内のものが40,483百万円あります。（以下省
略）

※９. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメント
ライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、50,869百万円であります。このうち契約残存期間
が１年以内のものが46,884百万円あります。（以下省
略）
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